鳥取県物流連携モデル事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第４条の規定に基づき、鳥取県物流連携モデル事業補助金（以下「本補助金」という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（交付目的）

第２条　本補助金は、荷主又は物流事業者（貨物自動車運送事業者、貨物利用運送事業者、鉄道事業者、海上運送事業者、港湾運送事業者又は倉庫事業者をいう。）が新しく輸配送の共同化を実施するための実証運行（その詳細計画作成を含む。）を行うに際し、必要となる経費の一部を補助することにより、県内の物流の活性化に寄与することを目的として交付する。
（補助金の交付）

第３条　県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
２　本補助金の額は、補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）の額に３分の２を乗じて得た額以下（ただし、１００万円を限度とし、千円未満の額は切り捨てる。）とする。

（交付申請の時期等）

第４条　本補助金の交付申請は、毎年知事が別に定める日までに行わなければならない。
２　規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。

（交付決定の時期等）

第５条　本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から２０日以内に行うものとする。

２　本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。

（着手届けを要しない場合）

第６条　規則１１条第３号の知事が別に定める場合は、同条第１号又は第２号に規定する補助事業以外のすべての補助事業に係る場合とする。

（承認を要しない変更）

第７条　規則第１２条第１項の知事が別に定める場合は、別表の第４欄に定めるもの以外の変更とする。
２　第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。

（実績報告の時期等）

第８条　規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から２０日を経過する日

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の４月２０日

２　規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。

（雑則）

第９条　規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、鳥取県商工労働部長が別に定める。
　　附則

　この要綱は、平成２２年４月２６日から施行する。

別表
	１　補助事業
	２　事業実施主体
	３　補助対象経費
	４　重要な変更

	補助事業
	内容
	
	
	

	物流連携モデル事業
	鳥取県内の企業等を代表者とする荷主又は物流事業者で構成されるグループが新しく輸配送の共同化を実施するための実証運行（ただし、子会社及び関連会社は同一企業とみなす）


	鳥取県内の荷主又は物流事業者
	○詳細計画作成に要する経費及び実証運行後の効果検証に要する経費（コンサルタント料）

○実証運行に要する経費（運送費、倉庫使用料、荷役費、荷造包装費）
	(1) 補助目的の達成に支障を来す又は事業の能率の低下をもたらす事業計画の変更

(2) 本補助金の増額を伴う変更


様式第１号（第４条、第８条関係）
年度鳥取県物流連携モデル事業計画（報告）書

１　事業の目的

２　事業の内容

（１）事業実施代表者及び共同実施者
	〈所 在 地〉

〈法 人 名〉

〈代 表 者〉

〈電話番号〉

〈担 当 者〉
	〈所 在 地〉

〈法 人 名〉

〈代 表 者〉

〈電話番号〉

〈担 当 者〉

	〈所 在 地〉

〈法 人 名〉

〈代 表 者〉

〈電話番号〉

〈担 当 者〉
	〈所 在 地〉

〈法 人 名〉

〈代 表 者〉

〈電話番号〉

〈担 当 者〉


（２）物流連携内容
　注１　物流連携内容には従来との変更点及び事業実施スケジュール等の概略を記入すること。
　注２　事業報告の際には実証運行による検証結果がわかる資料を添付すること。

様式第２号（第４条、第８条関係）

年度鳥取県物流連携モデル事業収支予算（決算）書

１　収入の部
	項　　　　目
	金　　　　額
	摘要・内訳

	
	
	

	合　　　　計
	
	


２　支出の部

	項　　　　目
	金　　　　額
	摘要・内訳

	
	
	

	合　　　　計
	
	


様式第３号（第５条関係）
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様
鳥取県知事　　　　　　　　（印）

年度鳥取県物流連携モデル事業補助金交付決定通知書

　　　年　　月　　日付の申請書（以下申請書という。）で申請のあった鳥取県物流連携モデル事業補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年４月鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。

記

１　補助事業

　　本補助金の補助企業は、「鳥取県物流連携モデル事業」とし、その内容は、申請書に記載のとおりとする。
２　補助交付額等

　　本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。
　　ただし、補助事業の内容が変更された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。

　　（１）算定基準額　　　金　　　円

　　（２）交付決定額　　　金　　　円

３　経費の配分

　　本補助金は、金　　　円とする。ただし、補助事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。
４　交付額の確定

　　本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県物流連携モデル事業補助金交付要綱（平成　　年　　月　　日付第　　号商工労働部長通知。以下「要綱」という。）第３条第２項の規定を適用して算定した額と、前記２の（２）の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。

５　補助規程の遵守

　　本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければならない。

